
第
四
十
四
号
議
案

仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
仙
台
市
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
款　

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
資
す
る
各
種
の
取
組
（
第
十
六
条
―
第
二
十
六
条
）」
を

「
第
二
款　

建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進
（
第
十
六
条
―
第
三
十
条
）　

に
、「
第
二
十
七
条
」

第
三
款　

地
球
温
暖
化
の
防
止
に
資
す
る
各
種
の
取
組
（
第
三
十
一
条
―
第
四
十
条
）　　
　

」

を
「
第
四
十
一
条
」
に
、「
第
二
十
八
条
―
第
三
十
三
条
」
を
「
第
四
十
二
条
―
第
四
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
物
質
」
の
下
に
「（
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
を
除
く
。
）」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
第

十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
に
係
る
」
を
「
の
各
年
度
に
つ
い
て
、」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
三
十
三
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
号
中
「
又
は
」
を
削
り
、「
提
出
し
」
を
「
提
出
せ
ず
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
太
陽

光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
提
出
せ
ず
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書

を
提
出
せ
ず
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
計
画
変
更
届
の
届
出
を
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
事

業
者
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
報
告
書
」
を
「
、
事
業
者
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
報
告
書
、
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
、

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
又
は
計
画
変
更
届
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
出
又
は
届
出
に
係
る
中
小
規
模
特
定
建
築
物
又
は
大
規
模
特
定
建
築

物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
状
況
又
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
状
況
が
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条

第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
か
つ
、
正
当
な
理
由
な
く
第
二
十
九
条
の
指
導
又
は
助
言
に
従
わ
な
い
者

四　

正
当
な
理
由
な
く
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
な
い
者

第
三
十
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
計
画
書
提
出
特
定
事
業
者
」
の
下
に
「
、
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
等
」
を
加
え
、
同

条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
計
画
書
提
出
特
定
事
業
者
」
の
下
に
「
、
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
等
」
を
加
え
、
同
条
を
第

四
十
二
条
と
し
、
第
二
章
第
三
節
中
第
二
十
七
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
同
章
第
二
節
第
二
款
中
第
二
十
六
条
を
第
四
十
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条
と
し
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
十
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
条
を
削
り
、
第
二
十
一
条
を
第
三

十
六
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
十
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
款
を
同
節
第
三
款
と
し
、
同
節
第
一
款
の

次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

　
　
　
　

第
二
款　

建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進

（
建
築
主
等
の
責
務
）

第
十
六
条　

建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
新
築
し
、
増
築
し
、
又
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
建

築
主
」
と
い
う
。
）
及
び
建
築
物
を
新
た
に
建
設
す
る
工
事
を
業
と
し
て
請
け
負
う
者
（
次
条
に
お
い
て
「
建
設
請
負

事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
建
築
物
に
つ
い
て
、
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
設
備
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
設
備
」

と
い
う
。
）
の
設
置
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
を
図
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
）

第
十
七
条　

特
定
建
築
事
業
者
（
建
設
請
負
事
業
者
又
は
建
築
物
を
新
築
し
、
こ
れ
を
分
譲
し
、
若
し
く
は
賃
貸
す
る
こ

と
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
「
建
築
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
、
年
度
に
お
い
て
本
市
の
区
域
内
に
、
新
た
に
建
設
し
、
又
は
新
築
す
る
市
長
が
定
め
る
規
模
未
満
の
建
築
物
（
当

該
年
度
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
（
建
築
物
の
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
建
築
事
業
者
が
自
ら
そ
の
工
事
を
行
う
も
の
に
限
り
、
市
長
が
定
め
る
種
類
の
も
の
を
除
く
。
以
下
「
中
小
規
模

特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
延
べ
面
積
の
合
計
が
市
長
が
定
め
る
値
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
お
い
て
、
出
力
の
合
計
が
市
長
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
太
陽

光
発
電
設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
お
い
て
、
出
力
の
合
計
が
市
長
が
定
め
る
誘

導
基
準
（
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
を
い
う
。
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
適
合
す
る
よ
う
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
代
え
て
、
こ
れ
と
同
等
の
措
置
と
し
て
市
長
が
定
め
る
も
の
を

講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
特
定
建
築
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
の
遵
守
）

第
十
八
条　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
当
該
中
小
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
誘
導
基
準（
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
向
上
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
基
準
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

適
合
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
の
提
出
）

第
十
九
条　

特
定
建
築
事
業
者
は
、
年
度
ご
と
に
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
（
以
下
「
太
陽
光
発

電
設
備
設
置
等
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２　

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

特
定
建
築
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）

二　

本
市
の
区
域
内
に
新
た
に
建
設
し
、
又
は
新
築
し
よ
う
と
し
た
中
小
規
模
特
定
建
築
物
の
棟
数
及
び
延
べ
面
積
の

合
計

三　

第
十
七
条
第
一
項
の
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

四　

第
十
七
条
第
三
項
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
実
施
状
況

五　

前
条
第
一
項
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

３　

市
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
次
条
の
評
価
を
行
っ

た
上
で
、
速
や
か
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
の
評
価
）

第
二
十
条　

市
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
市
長
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
般
建
築
事
業
者
等
の
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
の
提
出
等
）

第
二
十
一
条　

特
定
建
築
事
業
者
以
外
の
建
築
事
業
者
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
一
般
建
築
事
業
者

等
」
と
い
う
。
）
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
二
条
（
第
十
九
条
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
一
般
建
築
事
業
者

等
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
大
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
）

第
二
十
二
条　

市
長
が
定
め
る
規
模
以
上
の
建
築
物
（
市
長
が
定
め
る
種
類
の
建
築
物
を
除
く
。
以
下
「
大
規
模
特
定
建

築
物
」
と
い
う
。
）
の
建
築
主
（
以
下
「
特
定
建
築
主
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地

に
お
い
て
、
市
長
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
に
お
い
て
、
市
長
が
定
め
る
誘
導
基
準
に
適
合
す
る
よ

う
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

特
定
建
築
主
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
に
代
え
て
、
こ
れ
と
同
等
の
措
置
と
し
て
市
長
が
定
め
る
も
の
を
講
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
を
講
じ
た
特
定
建
築
主
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
大
規
模
特
定
建
築
物
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
の
遵
守
）

第
二
十
三
条　

特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
に
適

合
す
る
よ
う
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
誘
導
基
準
に
適
合
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
の
提
出
）
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第
二
十
四
条　

特
定
建
築
主
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計

画
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

特
定
建
築
主
の
氏
名
及
び
住
所（
法
人
に
あ
っ
て
は
、そ
の
名
称
、代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二　

大
規
模
特
定
建
築
物
の
名
称
及
び
所
在
地

三　

大
規
模
特
定
建
築
物
の
概
要

四　

第
二
十
二
条
第
一
項
の
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

五　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

六　

前
条
第
一
項
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
に
対
す
る
適
合
状
況

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３　

市
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
次
条
の
評
価
を
行
っ

た
上
で
、
速
や
か
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
を
提
出
し
た
特
定
建
築
主
（
以
下
「
計
画
書
提
出
特
定
建

築
主
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書（
以
下「
計
画
変
更
届
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
二
項
第
一
号
、

第
二
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６　

計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
は
、
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
と
き
又
は
工
事
を
中
止
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

第
三
項
の
規
定
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
規
定
（
評
価
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
前

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
等
の
評
価
）

第
二
十
五
条　

市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
市
長
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き　

当
該
太
陽
光
発
電
設
備
設

置
等
計
画
書

二　

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
変
更
届
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き　

当
該
計
画
変
更
届

（
一
般
建
築
主
等
の
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
の
提
出
等
）

第
二
十
六
条　

特
定
建
築
主
以
外
の
建
築
主
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
者（
次
項
に
お
い
て「
一
般
建
築
主
等
」と
い
う
。
）

は
、
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
を
作
成
し
、
市
長
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
二
条
（
第
二
十
四
条
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
次
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
一
般
建
築
主
等
が
前
項

の
規
定
に
よ
り
太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
計
画
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必

要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
の
際
の
遵
守
事
項
）
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第
二
十
七
条　

市
長
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
特
定
建
築
事
業
者
及
び
特
定
建
築
主
に
対
し
、
市
民

及
び
事
業
者
が
安
全
に
、
か
つ
、
安
心
し
て
太
陽
光
発
電
設
備
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
市
長
が
定
め
る
事
項
を
遵
守
す

る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
表
彰
）

第
二
十
八
条　

市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
表
彰
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
等
報
告
書
を
提
出
し
た
特
定
建
築
事
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事

業
者
」
と
い
う
。
）　 

第
二
十
条
の
評
価
の
結
果
が
特
に
優
良
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二　

計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
又
は
計
画
変
更
届
の
届
出
を
し
た
計
画
書
提
出
特
定
建
築
主
（
次
条
に
お
い
て
「
計
画

変
更
届
出
特
定
建
築
主
」
と
い
う
。
）　 
第
二
十
五
条
の
評
価
の
結
果
が
特
に
優
良
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
指
導
及
び
助
言
）

第
二
十
九
条　

市
長
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

の
抑
制
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
、
計
画
書
提
出
特
定
建
築

主
及
び
計
画
変
更
届
出
特
定
建
築
主（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て「
報
告
書
提
出
特
定
建
築
事
業
者
等
」

と
い
う
。
）
に
対
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
太
陽
光
発
電
設
備
の
再
使
用
及
び
再
生
利
用
）

第
三
十
条　

中
小
規
模
特
定
建
築
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
又
は
大
規
模
特
定
建
築
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
に
設
置
し
た
太

陽
光
発
電
設
備
を
撤
去
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
済
み
と
な
る
太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
再
使
用
及
び
再
生
利

用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
前
項
の
再
使
用
及
び
再
生
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
五
号
ロ
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正

規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、

第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
建
築

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

申
請
又
は
同
法
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
行
わ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

（
検
討
）

３　

市
長
は
、
建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進
に
係
る
国
の
施
策
の
動
向
、
本
市
に
お
け
る
施
策

の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
規
定

の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

理　

由

建
築
物
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
等
の
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
一
般
事
業
者
の
事
業
者
温
室
効
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